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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁性の母材と、前記母材の上面に、互いに離間して形成された少なくとも一対の導電
部材と、を備えた基板と、
　電極を有し、前記電極が前記導電部材と接続される発光素子と、
　前記発光素子の上面及び側面と、前記発光素子の側面より外側にある導電部材の上面と
、を連続して覆う蛍光体を含む波長変換部材と、を有し、
　前記発光素子の側面の下方であって、前記一対の導電部材の間において前記波長変換部
材から露出された前記母材と、前記発光素子の側面又は前記発光素子の側面を覆う前記波
長変換部材に接する第１透光性部材と、
　前記第１透光性部材及び前記発光素子の上面及び側面に設けられた前記波長変換部材を
覆う第２透光性部材と、
を備え、
　前記第１透光性部材は前記発光素子の周囲の一部のみに設けられ、かつ、前記発光素子
の側面に設けられる前記波長変換部材と前記基板の上面に設けられる前記波長変換部材と
が連続していない部分を埋めるように設けられる、発光装置。
【請求項２】
　前記第１透光性部材は、蛍光体を含む請求項１記載の発光装置。
【請求項３】
　前記波長変換部材に含まれる蛍光体と、前記第１透光性部材に含まれる蛍光体とは、発
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光色が略等しい請求項２記載の発光装置。
【請求項４】
　前記第１透光性部材は、前記第２透光性部材と同じ部材である、請求項１～請求項３の
いずれか一項に記載の発光装置。
【請求項５】
　前記第２透光性部材を覆う、第３透光性部材を有する請求項１～請求項４のいずれか一
項に記載の発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体発光素子（以下、発光素子）と蛍光体とを備えた白色ＬＥＤ（発光ダイオード）
が知られている。このような発光素子に用いられる蛍光体は、電着法を用いて形成するこ
とが知られている（例えば、特許文献１）。電着法は、粒子状の蛍光体を含む浴液に電界
を生じさせることで、蛍光体を発光素子の表面に堆積させて、蛍光体層とする方法である
。
【０００３】
　このような電着は、基板上に発光素子をフリップチップ実装した状態で行われるため、
蛍光体層は、発光素子の表面だけでなく、発光素子を実装した基板の上面の導電部材上に
も形成される。発光素子の下面と基板の上面とは、発光素子の電極、又は、導電性の接合
部材（バンプ等）の厚み分の隙間があるが、堆積された蛍光体の厚み（蛍光体層の厚み）
により、発光素子の側面上の蛍光体層と、導電部材の上面上の蛍光体層とが連続するよう
に形成される。
【０００４】
　発光素子の表面に堆積された蛍光体層を固着させるために、蛍光体層の上から（発光素
子の上から）透光性の樹脂を供給する（滴下する）。樹脂は、少なくともその一部が蛍光
体層内（蛍光体の粒子間）に侵入するように、粘度が比較的低い状態で供給する。例えば
、樹脂が硬化しやすい温度よりも低い作業環境下で行われる。そして、樹脂が、蛍光体層
の全体に十分に広がった状態でその樹脂を加熱して硬化させることで、蛍光体層を固着す
ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－６９０８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　電着によって、発光素子の側面から導電部材まで連続するように蛍光体層が設けられて
いることで、蛍光体層を固着させるための樹脂は、発光素子の下面には入り込まない（た
だし、側面に近い部分では入り込む）。つまり、発光素子の下面と、基板の上面と、蛍光
体層と、によって囲まれた空間には、空気が存在している。このような空気は、発光素子
の直下に留まっていれば光学特性に影響を与えるものではない。
【０００７】
　フリップチップ実装の場合、発光素子は、基板の上面の一対の導電部材と、その間の絶
縁部材との上に載置される。つまり、発光素子の下方において、導電部材が配置されてい
ない領域、換言すると、絶縁部材が配置された領域が存在する。そして、この絶縁部材の
上には蛍光体の粒子は堆積しない。そのため、絶縁部材の上面と発光素子の側面との間で
は、蛍光体層が連続して形成されない。
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【０００８】
　上述のように、蛍光体層を固着させる樹脂を、蛍光体層の全体に広がるまで硬化しない
条件で保持すると、発光素子の下の空気が、上述のような蛍光体層が連続していない部分
を介して外に移動する場合がある。そして、樹脂中に空気がある状態で樹脂を硬化させる
と、ボイドとなる。このようなボイドが形成されると配光特性等に影響を与える可能性が
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の実施形態は、以下の構成を含む。
　絶縁性の母材と、母材の上面に、互いに離間して形成された少なくとも一対の導電部材
と、を備えた基板と、電極を有し、電極が導電部材と接続される発光素子と、発光素子の
上面及び側面と、発光素子の側面より外側にある導電部材の上面と、を連続して覆う蛍光
体を含む波長変換部材と、を有し、発光素子の側面の下方であって、一対の導電部材の間
において波長変換部材から露出された母材と、発光素子の側面又は発光素子の側面を覆う
前記波長変換部材に接する第１透光性部材と、第１透光性部材及び発光素子の上面及び側
面に設けられた波長変換部材を覆う第２透光性部材と、を備え、第１透光性部材は発光素
子の周囲の一部のみに設けられ、かつ、発光素子の側面に設けられる波長変換部材と基板
の上面に設けられる波長変換部材とが連続していない部分を埋めるように設けられる、発
光装置。

【発明の効果】
【００１０】
　以上の構成により、ボイドが抑制された発光装置とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１Ａ】図１Ａは、実施形態に係る発光装置の概略斜視図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、図１Ａに示す発光装置の内部が透けた状態を示す概略斜視図である
。
【図１Ｃ】図１Ｃは、図１Ａに示す発光装置の概略上面図である。
【図１Ｄ】図１Ｄは、図１ＡのＡ－Ａ線における概略断面図である。
【図１Ｅ】図１Ｅは、図１ＡのＢ－Ｂ線における概略断面図である。
【図２】図２（ａ）は、実施形態に係る発光装置の構成を説明する概略斜視図である。図
２（ｂ）は、図２（ａ）のＣ－Ｃ線における断面図である。図２（ｃ）は、図２（ａ）の
Ｄ－Ｄ線における断面図である。
【図３】図３（ａ）は、実施形態に係る発光装置の構成を説明する概略斜視図である。図
３（ｂ）は、図３（ａ）のＥ－Ｅ線における断面図である。図３（ｃ）は、図３（ａ）の
Ｆ－Ｆ線における断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明を実施するための形態を、以下に図面を参照しながら説明する。ただし、以下に
示す形態は、本発明の技術思想を具体化するための発光装置を例示するものであって、本
発明は、発光装置を以下に限定するものではない。
【００１３】
　また、本明細書は、特許請求の範囲に示される部材を、実施の形態の部材に特定するも
のでは決してない。特に、実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、そ
の相対的配置等は、特定的な記載がない限りは、本発明の範囲をそれのみに限定する趣旨
ではない。尚、各図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明確にするため誇張し
ていることがある。さらに以下の説明において、同一の名称、符号については同一もしく
は同質の部材を示しており、詳細説明を適宜省略する。
【００１４】
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　図１Ａ～図１Ｅは、実施形態に係る発光装置１００を示す。図２及び図３は、発光装置
１００の構成を説明するための図である。発光装置１００は、基板１０と、発光素子２０
と、波長変換部材３０と、を備える。詳細には、基板１０は、絶縁性の母材１２と、母材
１２の上面に設けられる一対の導電部材１４と、を備える。一対の導電部材１４の上面１
４ａには、発光素子２０が載置されている。発光素子２０は、その下面に一対の電極２２
を備えており、これらの電極２２と、基板１０の導電部材１４とが、導電性の接合部材を
用いて接続される。
【００１５】
　発光素子２０の上面及び側面は波長変換部材３０で被覆されている。さらに、基板１０
の上面の導電部材１４も、波長変換部材３０で被覆されている。波長変換部材３０は、発
光素子からの光を異なる波長の光に変換する部材であり、蛍光体の粒子を含む。
【００１６】
　波長変換部材３０は、電着により蛍光体の粒子を導電性の部材上に堆積させることで形
成されているため、図２に示すように、発光素子２０の上面及び側面と、基板１０の上面
の導電部材１４とを連続して覆うように形成されている（図２（ａ）でハッチングを施し
た部分）。
【００１７】
　図２（ｂ）は図２（ａ）のＣ－Ｃ線における断面図である。Ｃ－Ｃ線上には、基板の上
面の導電部材は存在していない。そのため、発光素子２０の上面及び側面に設けられる波
長変換部材３０は、基板の１０の上面の導電部材１４に設けられる波長変換部材３０と、
離間して設けられている。
【００１８】
　図２（ｃ）は、図２（ａ）のＤ－Ｄ線における断面図である。Ｄ－Ｄ線状には、基板１
０の上面の導電部材１４が、発光素子２０の側面の下方に配置されている。そのため、発
光素子２０の上面及び側面に設けられる波長変換部材３０と、基板の導電部材１４に設け
られる波長変換部材３０とは、連続して形成されている。波長変換部材３０は、発光素子
２０の下面において、電極２２と電極２２とで挟まれた領域には形成されていない。この
ように発光素子２０の下面と、発光素子の電極２２と、基板１０の上面とによって閉鎖さ
れた空間が形成されることになり、この空間には空気が存在している。
【００１９】
　上述のように、発光素子の下方において、空気が存在する空間が形成されるが、この空
間は、図２（ｂ）に示すように、波長変換部材３０が連続して形成されていない部分を介
して、外部と繋がっている。
【００２０】
　図３は、波長変換部材３０が設けられた後に、第１透光性部材４１が設けられた状態を
示す図である。図３（ｂ）は図３（ａ）のＥ－Ｅ線における断面図であり、図３（ｃ）は
図３（ａ）のＦ－Ｆ線における断面図である。図３（ｂ）に示すように、第１透光性部材
４１は、発光素子２０の側面に設けられる波長変換部材３０と、基板の上面に設けられる
波長変換部材３０とが、連続していない部分を埋めるように設けられる。すなわち、発光
素子２０の側面又は発光素子の側面を覆う波長変換部材３０に接するように第１透光性部
材４１を設けると共に、基板の上面において露出された母材にも接するように第１透光性
部材４１を設ける。
【００２１】
　このように、発光素子の下面と、基板の上面と、の間の隙間の外周を、波長変換部材３
０と第１透光性部材４１とによって覆うように設けることで、これらに囲まれた空間内の
空気を、この空間内に閉じ込めることができる。
【００２２】
　第１透光性部材４１は、透光性の樹脂を備えており、短時間で硬化させることで、この
樹脂内に空気が移動することがなく、したがってボイドが発生しにくい。
【００２３】
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　波長変換部材３０と第１透光性部材４１とは、第２透光性部材４２で被覆される。この
第２透光性部材４２は、電着で形成された波長変換部材３０を固着させるために設けられ
るものである。第２透光性部材４２は、波長変換部材３０の内部に浸入するよう、粘度の
低い状態で設けられる。第１透光性部材４１によって、発光素子の下方の空気が外部に出
てこないように遮断されているため、第２透光性部材４２中に空気は移動することはない
。そのため、第２透光性部材４２中にボイドが発生しにくい。
　以下、各部材について詳説する。
【００２４】
　（基板）
　基板は、発光素子や保護素子などの電子部品を配置するためのものであり、絶縁性の母
材と、母材の上面に、互いに離間して形成された少なくとも一対の導電部材と、を備える
。基板の形状は、特に限定されないが、例えば、厚みが０．３ｍｍ～０．５ｍｍ程度の矩
形平板状などのような上面が平坦な形状を有していることが好ましい。
【００２５】
　母材としては、ガラスエポキシ樹脂や熱可塑性樹脂などのほか、好ましくはアルミナや
窒化アルミニウムなどのセラミックスがあげられる。
【００２６】
　導電部材は、基板の上面に設けられる。尚、基板の内部、又は下面に設けられていても
よい。この導電部材は、発光素子等の電子部品に外部電源からの電圧を印加するために用
いられる。導電部材としては、銅、アルミニウム、金、銀、タングステン、鉄、ニッケル
等の金属又は鉄－ニッケル合金、燐青銅等の合金等によって形成することができる。また
、導電部材は、発光素子からの光を効率よく取り出すために、その表面が銀又は金などの
反射率の高い材料で覆われているのが好ましい。導電部材の厚みは、例えば、５μｍ～８
０μｍ程度の厚みであることが好ましい。
【００２７】
　（発光素子）
　発光素子は、基板上に形成された導電部材上にフリップチップ実装される。発光素子と
しては、発光ダイオードを用いるのが好ましい。発光ダイオードとしては、例えば、Ｉｎ
Ｎ、ＡｌＮ、ＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＡｌＮ等の窒化物半導体、ＩＩ
Ｉ－Ｖ族化合物半導体、あるいはＩＩ－ＶＩ族化合物半導体などの種々の半導体を用いて
透光性の成長用基板上に発光層を含む積層構造が形成されたものを用いることが好ましい
。成長用基板としては、サファイアが好ましい。発光素子は、成長用基板側を上にし、半
導体層側を下にして、基板上に載置される。半導体層の下面（基板の上面と対向する面）
には、一対の電極を備えている。電極は、発光素子の下面において、発光素子の側面より
も内側となる位置に配置される。
【００２８】
　発光素子の電極の形状は特に限定されず、電極は略矩形や円形などの種々の形状に形成
することができる。発光素子の電極の材料は特に限定されるものではない。
【００２９】
　（接合部材）
　接合部材は、基板の上面の導電部材上に、発光素子を電気的に接合させると共に、基板
の上面に固定させるための部材である。接合部材は、少なくとも発光素子の電極と導電部
材との間に介在するように配置される。接合部材の材料としては、例えば、Ｓｎ－Ｃｕ、
Ｓｎ－Ａｇ－Ｃｕ、Ａｕ－Ｓｎなどのハンダ材料や、金などの金属バンプ、異方性導電ペ
ーストなどがある。
【００３０】
　発光素子は、この接合部材によって、導電部材の上に接続されるため、発光素子の下面
と基板の母材の上面とは、接合部材の厚さと、発光素子の電極の厚さと、導電部材の厚さ
の総和に相当する距離だけ離間している。
【００３１】
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　（波長変換部材）
　波長変換部材は、発光素子から出射された光により励起されて、発光素子から出射され
た光とは異なる波長の光を発する蛍光体を含んでおり、発光素子からの光を異なる波長に
変換する。
【００３２】
　波長変換部材は、発光素子の上面及び側面と、発光素子の側面より外側にある導電部材
の上面と、を連続して覆う。
【００３３】
　波長変換部材は、電着法によって形成されており、略均一な厚みで形成されている。波
長変換部材の厚みは、例えば、１０～２００μｍ程度であることが好ましい。
【００３４】
　第１透光性部材に蛍光体を含有させてもよい。その場合、第１波長変換部材中の蛍光体
（第１蛍光体）と、第１透光性部材中の蛍光体（第２蛍光体）とは、発光色が略等しいこ
とが好ましい。これにより、発光色の色むらを低減することができる。発光色が略等しい
とは、例えば、第１蛍光体と第２蛍光体との組成が略同じであるほか、組成は異なるが、
色度点が略同じであるもの等があげられる。また、それぞれの波長変換部材中の蛍光体の
濃度、粒径、バインダーの組成等については、適宜選択することができる。
【００３５】
　波長変換部材に含まれる蛍光体としては、発光素子からの光で励起されるものであれば
特に限定されるものではなく、例えば、Ｅｕ、Ｃｅ等のランタノイド系元素で主に賦活さ
れる窒化物系蛍光体・酸窒化物系蛍光体・サイアロン系蛍光体、Ｅｕ等のランタノイド系
、Ｍｎ等の遷移金属系の元素により主に付活されるアルカリ土類ハロゲンアパタイト蛍光
体、アルカリ土類金属ホウ酸ハロゲン蛍光体、アルカリ土類金属アルミン酸塩蛍光体、ア
ルカリ土類ケイ酸塩蛍光体、アルカリ土類硫化物蛍光体、アルカリ土類チオガレート蛍光
体、アルカリ土類窒化ケイ素蛍光体、ゲルマン酸塩蛍光体、又は、Ｃｅ等のランタノイド
系元素で主に付活される希土類アルミン酸塩蛍光体、希土類ケイ酸塩蛍光体又はＥｕ等の
ランタノイド系元素で主に賦活される有機及び有機錯体等から選ばれる少なくともいずれ
か１以上であることが好ましい。
【００３６】
　詳細には、セリウムで賦活されたイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体（
Ｃｅ：ＹＡＧ）；セリウムで賦活されたルテチウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体
（Ｃｅ：ＬＡＧ）；ユウロピウムおよび／又はクロムで賦活された窒素含有アルミノ珪酸
カルシウム系蛍光体（ＣａＯ－Ａｌ２Ｏ３－ＳｉＯ２）；ユウロピウムで賦活されたシリ
ケート系蛍光体（（Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４）；βサイアロン蛍光体、ＣＡＳＮ系蛍光体
、ＳＣＡＳＮ系蛍光体等の窒化物系蛍光体；ＫＳＦ系蛍光体（Ｋ２ＳｉＦ６：Ｍｎ）；硫
化物系蛍光体、量子ドット蛍光体などが挙げられる。これらの蛍光体と、青色発光素子又
は紫外線発光素子と組み合わせることにより、様々な色の発光装置（例えば白色系の発光
装置）を製造することができる。
【００３７】
　なお、蛍光体の形状は、特に限定されないが、例えば、球形又はこれに類似する形状で
あることが好ましく、具体的には０．１～１００μｍの平均粒径、特に１～１０μｍの平
均粒径を有する形状であることがより好ましい。
【００３８】
　本発明において、蛍光体の平均粒径とは、電気抵抗法によりコールターマルチサイザー
II(コールター社製)を用いて粒径分布を測定した場合の、５０％粒子径（体積基準）を示
す。電気抵抗法は、分散させた粉体が電極間を通過する際の電気抵抗と粒径との相関性を
利用する方法であることから、粒子が強く凝集しており一次粒子にまで分散させることが
難しい場合は、凝集した二次粒子の粒径を測定することになる。
【００３９】
　（透光性部材）
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　透光性部材は、第１透光性部材と、第２透光性部材と、を備える。さらに、第３透光性
部材を備えてもよい。
【００４０】
　第１透光性部材は、発光素子の側面又は発光素子の側面に設けられる波長変換部材と接
すると共に、基板の母材の上面と接する。第１透光性部材は、発光素子の周囲の一部のみ
に設けられる部材であり、換言すると、波長変換部材の一部のみと接する部材である。つ
まり、大部分の波長変換部材は、第１透光性部材とは接しておらず、波長変換部材の大部
分は、第２透光性部材と接している。
【００４１】
　第１透光性部材は、ポッティング、スプレー等によって用いられる。第１透光性部材は
、発光素子の側面又は発光素子の側面に設けられる波長変換部材と接して設けられ、一部
が重なるように設けられてもよい。換言すると、第１透光性部材の上端は、発光素子の下
面と同じ高さか、それよりも上側（高い位置）にある。さらに、第１透光性部材の上端は
、発光素子の上面と同じ高さ、または発光素子の上面の波長変換部材の上面と同じ高さに
あってもよい。
【００４２】
　第１透光性部材は、発光素子の側面の下方であって、一対の導電部材の間の母材と接す
る。これにより、発光素子の側面と導電部材の母材との両方に接する第１透光性部材とす
ることができる。発光素子の側面の下方であって、一対の導電部材の間（詳細には一対の
導電部材を覆う波長変換部材の間）で露出された母材の幅の、全幅と接するように第１透
光性部材を設ける。換言すると、発光素子の側面の下方において、波長変換部材が設けら
れていない領域に、第１透光性部材を設ける。これにより、発光素子の下方の空間の周囲
を、波長変換部材と第１透光性部材とで取り囲むことができる。
【００４３】
　第１透光性部材の厚み（発光素子の側面から横方向の幅）は、たとえば図１Ｂ～図１Ｄ
に示すように、波長変換部材よりも厚い。
【００４４】
　また、基板の導電部材のパターンに応じて、第１透光性部材が形成される位置は様々で
ある。例えば、図１Ｂ、１Ｃに示すように、発光素子の１つの側面の下方であって、基板
の母材が露出している領域が、発光素子の側面の中央付近にある場合、第１透光性部材も
発光素子の側面の中央付近に形成される。また、図１Ｃでは、発光素子の２つの側面にお
いて、第１透光性部材がそれぞれ形成されている。このように、発光素子が備える複数の
側面のうち、１又は２以上、またはすべての側面において第１透光性部材を形成すること
ができる。第１透光性部材が、２以上の複数個所に設けられる場合、それぞれ同じ大きさ
であってもよく、異なる大きさであってもよい。
【００４５】
　第２透光性部材は、第１透光性部材と、発光素子の上面及び側面に設けられた波長変換
部材とを覆う。第１透光性部材が、発光素子の周囲の一部のみに設けられるのに対し、第
２透光性部材は、第１透光性部材の全表面と、波長変換部材の全体を覆うように設けられ
る。
【００４６】
　第１透光性部材と、第２透光性部材とは、同じ材料を用いることができる。
【００４７】
第１透光性部材４１及び第２透光性部材４２を覆うように、基板上に、更に第３透光性部
材４３が設けられることが好ましい。第３透光性部材は、第２透光性部材を硬化した後に
形成させることができる。第３透光性部材は、蛍光体が固着された後に第３透光性部材を
形成することができる。そのため、金型を用いた圧縮成形、トランスファモールドなどの
方法により、凸レンズ形状など、配光特性を制御する機能を備えた形状の透光性部材を形
成することができる。
【００４８】
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　第１～第３透光性部材は発光素子から出射される光を透過させる部材を用いて形成され
る。具体的には、発光素子から出射される光の６０％以上を透過する部材が好ましく、よ
り好ましく７０％以上を透過させる部材、更に好ましくは８０％以上を透過させる部材、
特に好ましくは９０％以上を透過する部材である。このような部材としては、例えば、シ
リコーン樹脂、シリコーン変成樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリカーボネート
樹脂、アクリル樹脂、トリメチルペンテン樹脂、ポリノルボルネン樹脂又はこれらの樹脂
を１種以上含むハイブリッド樹脂等の樹脂を挙げることができる。また、透光性部材がレ
ンズ機能を備えていてもよく、例えば、透光性部材の表面の形状を、凸レンズ形状として
もよい。
【００４９】
　次に、実施形態に係る発光装置１００の製造方法について説明する。
【００５０】
　まず導電部材１４する基板１０を準備する。次に、導電部材の上面１４ａ上に、導電性
の接合部材を介して発光素子２０を載置する。発光素子２０は、サファイア基板等の絶縁
性基板上に、半導体層が積層され、半導体層の上面にｐ電極及びｎ電極を備える。基板１
０上に載置する際、この電極が形成された側の面を基板１０の上面と対向させる。発光素
子の下方には、一対の導電部材と、その間に露出される絶縁性の母材１２が配置されてい
る。
【００５１】
　準備する発光素子は、サファイア基板と、半導体層と、半導体層側に備えられたｐ電極
及びｎ電極と、を備えている。さらに、サファイア基板の上面及び側面と、半導体層の側
面は導電膜、例えば、アルミニウム膜で覆われている。このような発光素子を、発光素子
の下面（電極が形成された面）を、基板上の配線と対向させ、導電性の接合部材を介して
載置する。
【００５２】
　次に、蛍光体（波長変換物質）を含む電着浴液中に、上記の発光素子を載置した基板を
浸漬し、通電させる。これにより発光素子の表面のアルミニウム膜及び基板の導電部材の
表面に蛍光体が堆積され、第１波長変換部材が形成される。
【００５３】
　次に、サファイア基板及び半導体層の表面に形成した導電膜を絶縁化する処理を行う。
絶縁化は、例えば、導電膜がアルミニウム膜である場合、温度１３０℃以上、湿度９０％
以上の環境下で保持して酸化するなどの方法で行うことができる。これにより、導電膜を
絶縁膜とすると共に、透光性膜とすることができる。
【００５４】
　尚、導電膜の絶縁化処理において絶縁化されるのは、発光素子を覆う導電膜のみであり
、基板上の導電部材は絶縁化されない。そのため、例えば、基板上の導電部材上に形成さ
れた第１波長変換部材上に、さらに電着工程によって、別の部材、例えば、白色部材とし
てＴｉＯ２等を形成することもできる。
【００５５】
　次いで、発光素子の側面の下方であって、波長変換部材によって被覆されていない部分
に、第１透光性部材を形成する。このとき、基板の母材にも接するように第１透光性部材
を形成する。第１透光性部材を形成する際は、第１透光性部材を構成する樹脂が硬化し易
い温度下で行う。例えば、第１透光性部材としてシリコーン樹脂を用いる場合、約１００
℃～約１５０℃程度の温度下で形成する。これにより、形成された第１透光性部材の硬化
が速やかに進行するため、発光素子の下方にある空気が第１透光性部材中に移動しない。
つまり、第１透光性部材で蓋をした形となり、発光素子の下方に空気を閉じ込める。
【００５６】
　次に、発光素子の上側から、第２透光性部材を供給する。第２透光性部材は、流動性の
ある透光性の樹脂であり、ディスペンスノズルから吐出する。その場合、発光素子の外周
に沿ってディスペンスノズルを移動しながら樹脂を吐出することが好ましい。これにより
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ながら、樹脂を広げることができる。
【００５７】
　第２透光性部材は、粘度が高くなる温度（言い換えると、硬化し易い温度）で形成する
と、波長変換部材の粒子の間に浸透しにくい。そのため、第２透光性部材が硬化しにくい
温度下で形成することが好ましい。第２透光性部材は、波長変換部材の全体を被覆するこ
とが好ましい。そのため、発光素子の面積等を考慮して、その全面に広がるのに適した粘
度で供給できるよう、作業環境を含めて調整することが好ましい。
【００５８】
　次に、基板ごと金型内にセットし、凸レンズ状の透光性部材を成型する。最後に、基板
及び透光性部材を切断して個片化することで、図１Ａに示す発光装置１００を得ることが
できる。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明に係る実施形態は、色ムラを抑制可能な発光装置とすることができ、各種表示装
置、照明器具、ディスプレイ、液晶ディスプレイのバックライト光源、さらには、ファク
シミリ、コピー機、スキャナ等における画像読取装置、プロジェクタ装置など、広範囲の
用途に利用することができる。
【符号の説明】
【００６０】
１００…発光装置
　１０…基板
　　１０ａ…基板の上面
　　　１２…絶縁性の母材
　　　１４…導電部材
　　　１４ａ…導電部材の上面
　２０…発光素子
　　２０ａ…発光素子の上面
　　２０ｂ…発光素子の側面
　　２２…電極
　３０…波長変換部材
　４０…透光性部材
　　４１…第１透光性部材
　　４２…第２透光性部材
　　４３…第３透光性部材
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